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群馬県法教育推進協議会運営要領（案）

平成 26年 1月 22日

（名称）

１ この会は群馬県法教育推進協議会（以下、「協議会」という。）と称する。

（目的）

２ 協議会は、群馬県において法教育等に取り組む機関団体等のネットワークを構築

し、以下の事項を中心に、本県で学ぶ子どもたちに法的なものの見方や考え方を育

成するとともに、学校関係者や保護者等と連携し子どもたちの健全育成の推進を図

ることを主たる目的とする。

ア 学校への出前授業の実施及びＰＴＡ等への研修会等への講師派遣等の推進及び

関連情報の提供

イ 学校における法教育等に関わる授業の支援（示範授業・授業研究会等の実施、

研究協議会等の開催、法教育に関わるカリキュラムの構築、教材開発、情報提供等）

ウ その他（裁判傍聴、模擬裁判、法に関わる作文や小論文の募集等）

（組織）

３ 協議会は、法教育等に取り組む機関、団体、個人並びに学校関係者およびＰＴＡ

関係者をもって組織する。

（役員）

４ 協議会の役員に会長１名、副会長１名を置く。任期は１年とし再選は妨げない。

（会議）

５ 協議会は、定例会を毎年度１回、研究協議会を同１回開くことを原則とする。

会長が必要と認めたとき、又は一定の構成メンバーから要請があったときには臨時

会を開くことができる。

（経費）

６ 協議会が経費を必要とするときは、会議において協議する。

（事務局）

７ 協議会の事務局は当面高崎市教育委員会に置く。事務局員は会長が委嘱し、庶務

を担当する。

（その他）

８ その他協議会の運営について必要な事項は、その都度会議において協議する。
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群馬県法教育推進協議会設立総会

日時：平成 26年 1月 22日(水) 13:30～

場所：群馬県庁昭和庁舎 ３４会議室

次 第

１ 開会

２ 発起人挨拶

高崎健康福祉大学人間発達学部 学部長 森部 英生

３ 来賓祝辞

群馬県教育委員会 教育長 吉野 勉 様

４ 出席者紹介（自己紹介）

５ 協議等

(１) 群馬県法教育推進協議会運営要領について

(２) 役員の承認について

(３) 群馬県における法教育の取組等について

(４) 群馬県法教育推進協議会の今後の取組等について

① 法教育等に関する調査

② 平成 26年度総会及び研究協議会

③ その他

(５) その他

・法教育に関わる法務省の取組等について

６ 閉会



- 1 -

群馬県法教育推進協議会 出席者名簿（順不同－敬称略）

機関・団体名等 職名等 氏名

前橋地方裁判所 総務課長 大沼 剛

前橋家庭裁判所 総務課長 佐藤 潔

前橋地方法務局 次長 諏訪 和則

検事 橋詰 悠佑
前橋地方検察庁

検察広報官 星野 誠志

前橋刑務所 庶務係長 木村 英昭

赤城少年院 次長 亀井 裕之

榛名女子学園 次長 久保川浩史

前橋少年鑑別所 庶務課長 中島 賢一

前橋保護観察所 企画調整課長 林 京子

弁護士 都木 幹仁

群馬弁護士会 弁護士 星野 啓次

弁護士 稲毛 正弘

群馬県司法書士会 法教育委員会 委員長 鈴木 克利

法テラス群馬 事務局長 和田 啓子

群馬保護司連合会 会長 茂木 英重

群馬県警察本部 少年課次席 加部 勝弘

教育次長（指導担当） 須永 光明

群馬県教育委員会 義務教育課長 久保 信行

高校教育課長 鵜生川隆之

群馬県小学校長会 会長（前橋市立中央小学校長） 清水 英明

群馬県中学校長会 会長（前橋市立箱田中学校長） 立見 康彦

群馬県高等学校長協会 公民部会長（県立前橋東高等学校長） 服部 潤

群馬県私立中学高等学校協会 会長（樹徳中学校・高等学校長） 野口 秀樹

群馬県小中学校ＰＴＡ連合会 会長 早川 毅

群馬県高等学校ＰＴＡ連合会 副会長（県立高崎高校ＰＴＡ会長） 喜美候部 謙史

上毛新聞社 文化生活部長・ＮＩＥ担当 久保田 健

前橋市立前橋高等学校 教諭 上原 功

高崎健康福祉大学 人間発達学部 学部長 森部 英生

高崎市教育委員会 教育長 飯野 眞幸

法務省 大臣官房司法法制部付 毛利 栄吉
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